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～第６８回 船員労働安全衛生月間～ 
『 待っている 家族の笑顔を 忘れずに 』 
（令和６年度船員労働安全衛生月間スローガン） 

 

船員労働安全衛生月間は昭和３２年度から実施され今年度で６８回目を迎えます。 

本月間は毎年９月の１ヶ月間、全国一斉に船舶所有者・船員等、関係者の安全衛生意識の

高揚をはかり、船員災害防止対策の一層の推進を図るため集中的な活動を行うこととしてお

り、当事務所では下記のとおり活動することとしています。なお、感染症等の流行状況によ

り、活動を中止または変更する場合があります。 

  

船員労働安全衛生月間 

○実施時期 令和６年９月１日(日)～９月３０日(月) 
 

○実施目的  

海上労働は陸上労働とは異なり、船舶という限られた空間で労働と日常が連続し

ます。海上における船員労働安全衛生思想の普及、船舶所有者及び船員による自主

的な安全衛生活動の促進等により、船員災害の防止を図ることを目的として関係者

の協力の下、集中的な活動を展開します。 
 

○主な活動内容                                            

 訪船指導 

実施期間：９月１日(日)～９月３０日(月) 

対象船舶：勝浦港等管内各港に停泊中の船舶 

 

○実施主体 

近畿運輸局 和歌山運輸支局勝浦海事事務所 

船員災害防止協会 近畿支部 勝浦地区支部 

 

 

 

 

 

    

問い合わせ先 

（所属）勝浦海事事務所 

（電話）０７３５－５２－０２６０ 

（担当）苔原・細貝 

配布先 

新宮記者クラブ 

新宮中央記者会 

C to Sea プロジェクト 
海や船が「楽しく身近な存在」になるための取組み。 
            ポータルサイト「海ココ」→ 

訪船指導の様子 


